
目

次

規

則

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
自
然
保
護
課
）
…
二

○
青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
二

○
青
森
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
三

○
青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

訓

令

○
職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
人

事

課
）
…
三

告

示

○
青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
統
計
分
析
課
）
…
四

規

則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
七
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮こ

」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
場
合
、
」
を
「
場
合
若
し
く
は

留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場
合
、
」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以

下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い
う
。
）
、
旧
刑

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
旧
刑
法
第
十
六
条
に
規

定
す
る
拘
留
（
以
下
「
旧
拘
留
」
と
い
う
。
）
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執

行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
又
は
留
置

施
設
に
留
置
さ
れ
て
当
該
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
改
正
後
の
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又

は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
又
は
拘

留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
と
、
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
若

し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ

て
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

青
森
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
五
十
二
号

令
和
七
年五

月
三
十
日

（
金
曜
日
）



令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
三
及
び
様
式
第
二
十
七
号
の
四
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑
若
し
く
は
令
和
４

年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役

」
に
、
「よ

り
、

」
を
「よ

り
拘
禁
刑
以
上
の
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改

正
前
の
刑
法
の

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
五
中
「懲

役
又
は

」
を
「拘

禁
刑
又
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役
若

し
く
は

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
三
号
の
二
中
「超

え
る

」
の
次
に
「拘
禁
刑
若
し
く
は
令
和

４
年
改
正
前
の
刑
法
の

」
を
加
え
、
「懲

役
又
は

」
を
「拘

禁
刑
又
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の

懲
役
若
し
く
は

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

恩
給
給
与
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
九
号

恩
給
給
与
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
五
月
青
森
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
二
中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役

」

に
改
め
、
「よ

り

」
の
次
に
「拘

禁
刑
以
上
の
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の

」
を
加
え

る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
三
中
「懲
役

」
を
「拘

禁
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役

」

に
、
「、

禁
錮 こ

以
上

」
を
「拘

禁
刑
以
上
の
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
禁
錮 こ

以
上

」

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
七
号
の
四
中
「懲

役
又
は

」
を
「拘

禁
刑
又
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役
若

し
く
は

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
中
「超

え
る
懲
役
又
は

」
を
「超

え
る
拘
禁
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の

刑
法
の
懲
役
若
し
く
は

」
に
、
「以

下
の
懲
役
又
は

」
を
「以

下
の
拘
禁
刑
又
は
令
和
４
年
改
正
前

の
刑
法
の
懲
役
若
し
く
は

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
二
中
「超

え
る

」
の
次
に
「拘

禁
刑
若
し
く
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法

の

」
を
加
え
、
「懲

役
又
は

」
を
「拘

禁
刑
又
は
令
和
４
年
改
正
前
の
刑
法
の
懲
役
若
し
く
は

」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
四
十
号

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の

中
「懲

役

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
四
十
一
号

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
号
様
式
の

中
「懲

役
」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
四
十
二
号

青
森
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
号
様
式
の

の
５
の
⑵
中
「懲

役
又
は
禁
錮 こ

の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「懲
役
（
禁
錮
）
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
、
「以

上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

」
の
次
に

「（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律
第
６
７
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
１

３
条
に
規
定
す
る
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
を
含
む
。
）

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
任
免
等
発
令
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「禁

錮
」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
三
十
号

青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
水
産
業
統
計
調
査
規
程
（
平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の
裏
中
「に

定
め
る
情
報

」
を
「又

は
第
３
号
に
定
め
る
情
報

」
に
、
「懲

役

」
を

「拘
禁
刑

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
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所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


